
令和６年 奈良県地価調査 

奈良県地価調査の概要と特徴 

                                                                 

【 概 要 】 

 

１．地価調査とは 

 地価調査は、国土利用計画法施行令第９条に基づき、知事が毎年１回、基準地の正常な

価格を告示するもので、一般の土地の取引価格に対して指標を与えると共に、公共事業用

地の取得価格や国土利用計画法に基づく土地の取引の規制における土地価格の算定の規準

とされる等により、適正な地価の形成に寄与するものである。                

 

２．対象区域及び設定数 

３９市町村、２７５地点（昨年２７３地点） 

 

３．価格の判定 

 令和６年７月１日における基準地の１㎡あたりの正常な価格を判定。「正常な価格」と

は、「市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表

示する適正な価格」であり、１㎡(林地は 10アール)あたりの客観的価値を表したもので

ある。 

 

４．用途別地点数及び対前年平均変動率  （単位：％ ▲はマイナス）               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用   途 地点数 ※ 令和６年 令和５年 令和４年 

 住  宅  地 ２１１（２１０） ▲０．７   ▲０．８   ▲１．０  

内  

  

訳 

市街化区域 １３３（１３３）  ０．０ ▲０．１ ▲０．５ 

市街化調整区域 ３６（  ３６） ▲１．３ ▲１．３ ▲１．４ 

都市計画区域外 ４２（  ４１） ▲２．５ ▲２．５ ▲２．６ 

 宅地見込地 ５（  ５） ▲０．７   ▲０．７   ▲１．２  

 商 業 地 ４６（ ４６） １．２    ０．９    ０．０ 

 工 業 地 ８（  ６） ３．８    ２．８     ２．７ 

  全 用 途 ２７０（２６７） ▲０．３   ▲０．４   ▲０．８ 

 林   地 ５（  ５） ▲４．０   ▲３．８   ▲３．６ 

※ （  ）内は昨年からの継続地点数。 
 

 

 平均変動率 ＝ 各基準地の変動率の和 ÷ 継続地点数（少数点第２位を四捨五入） 
 ※ 平均変動率は平均価格の変動を表したものではありません。 

 



令和６年 奈良県地価調査 

【 特  徴 】 

 全用途（林地除く。）の平均変動率は、平成２０年以降１７年連続の下落となったが、下落

率は縮小した。 

 用途別では、住宅地は下落率が縮小し、商業地と工業地は上昇率が拡大した。 

 

〈住 宅 地〉 

○ 平均変動率は、１６年連続の下落となったが、下落率は縮小した。 

○ 継続調査２１０地点のうち、上昇が４９地点、横ばいが２８地点、下落が１３３地点で

あった。 

○ 鉄道駅徒歩圏の住宅地の需要が堅調であるほか、交通利便性・住環境ともに良好な地域

は根強い需要があり、地価は安定的に推移している。 

○ 県中南部など、少子高齢化、人口減少、産業衰退による過疎化が進む地域では、慢性的

な需要不足により下落傾向が継続している。 

 

〈商 業 地〉 

○ 平均変動率は、２年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。 

○ 継続調査４６地点のうち、上昇が２１地点、横ばいが１４地点、下落が１１地点であっ

た。 

○ 奈良市の中心商業地を中心として需要が回復しており、奈良市、香芝市、王寺町、橿原

市、生駒市、大和高田市の６市町で上昇した。 

○ 大和郡山市、葛城市、斑鳩町、広陵町においては、路線商業地の需要が比較的堅調であ

ることなどから、横ばいとなった。 

◯ 県中南部においては、一部路線商業地で横ばいの地点が見られるものの、少子高齢化や

人口減少により引き続き下落傾向の地点が多くみられる。 

 

〈工 業 地〉 

○ 平均変動率は、１１年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。 

○ 継続調査６地点はすべて上昇した。 

○ 災害リスクが比較的少ない内陸型工場用地が選好される要因もあり、高速道路等のイン

フラが充実している大和郡山市の昭和工業団地、大阪方面へのアクセスが良好な生駒市

の学研生駒テクノエリアをはじめとして、需要は堅調に推移しており、上昇傾向が継続し

ている。 


